
経営安定
緊急対策資金

創業経営安定資金 経営安定
借換資金

ご利用い
ただける
方

①市内に店舗、工場、
又は事業所を有してい
る。
②１年以上継続して同
一事業を営んでいる。
③市税等を完納してい
る

上記の３つを満たす中
小企業者及中小企業団
体

①市内に店舗、工場、
又は事業所を有してい
る。
②１年以上継続して同
一事業を営んでいる。
③市税等を完納してい
る
上記の３つを満たす中
小企業者及中小企業団
体
（※１）

①市内に店舗、工場、又
は事業所を有している。
②１年以上継続して同一
事業を営んでいる。
③市税等を完納している

上記の３つを満たす中小
企業者及中小企業団体

①市内在住１年以上
②創業して１年未満
③市税の納付実績がある
④市税等を完納している

上記の４つを満たす方。

・太田市小口資金
・緊急特別支援資金
・経営安定資金
を利用していて、市税等
を完納している方。

①市内に店舗、工場、又
は事業所を有している。
②１年以上継続して同一
事業を営んでいる。
③市税等を完納している

上記の３つを満たす中小
企業者

こんなと
きに利用
できます

①仕入や諸経費支払い
などの運転資金
②機械装置・車両購入
等の設備資金(私用車
は融資対象となりませ
ん)

〇工場、店舗、倉庫
　研究･開発施設等
〇機械装置、
　新鋭機械設備
〇公害防止の施設、
　機械器具及び装置

経済変動や金融危機によ
る経営不安を防止するた

めの資金

創業時の経営不安を防止
するための資金

借換えをするための
資金

季節商品の仕入、従業員
のボーナス、外注費支払
などの運転資金として

ご融資
金額

１,２５０万円以内

(一括償還の場合は
５００万円以内)

３，０００万円以内 １，０００万円以内 ５００万円以内 １，５００万円以内

夏季
１,０００万円以内
年末
１,０００万円以内

ご融資
期間

運転資金　６年以内
内 据置き６か月以内

設備資金　８年以内
内 据置き６か月以内

一括償還の場合
６か月以内

設備資金　１０年以内
内 据置き　１年以内

運転資金　６年以内
内 据置き１年以内

運転資金　６年以内
内 据置き１年以内

設備資金　８年以内
内 据置き１年以内

借換資金
１０年以内
内据置き１年以内

夏季・年末ともに
６か月以内

ご融資
利率

年１.６％以内 年１.６％以内 　年１.５％以内

担保・
保証人

その他

・必ず保証協会の保証
を付けていただきま
す。
・県と市で保証料の
80％(保証料率の0.8％
を上限)を負担しま
す。

・必ず保証協会の保証
を付けていただきま
す。
・市が保証料を全額負
担します。

・セーフティネット保証
の認定を受け、保証協会
の経営安定関連保証を付
けていただきます。
・市が保証料を全額負担
します。

・保証協会の創業・創業
等関連保証を付けていた
だきます。
・市が保証料を全額負担
します。

・必ず保証協会の保証を
付けていただきます。
・別途保証料が必要とな
ります。

・分割又は一括償還

申込期間
取扱金融
機関

年間随時

市内の銀行・信用金
庫・信用組合・商工組
合中央金庫

年間随時

市内の銀行・信用金
庫・信用組合・商工組
合中央金庫

年間随時

市内の銀行・信用金庫・
信用組合・商工組合中央
金庫

年間随時

市内の銀行・信用金庫・
信用組合・商工組合中央
金庫

年間随時

市内の銀行・信用金庫・
信用組合・商工組合中央
金庫

夏季分
5月1日～8月末日まで
年末分
11月1日～翌年2月末日ま
で
市内の銀行・信用金庫・
信用組合・商工組合中央
金庫

経 営 安 定 資 金

　年１.５％以内

金融機関の定めるところによります。

※１：１年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び中小企業団体が、他市町村から工業団地等（県企業局が造成した工業団地・流通団地・リサーチパーク及びこれらに準ずる団地
　　　　として市長が認めたもの。）に進出する場合も対象

・太田市制度融資において経営者保証免除による上乗せ保証料は保証料補助の対象とならない。

太田市制度融資一覧（令和8年度）

資  金  名 小口資金 設備近代化資金 季節資金


